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③
避
難
経
路
・
安
否
連
絡
手
段
の
確
認

　
避
難
経
路
の
確
認
で
は
、
実
際
に
通

る
ル
ー
ト
を
歩
い
て
確
認
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
事
業
所
や
工
場
の
中
で
は

廊
下
や
階
段
の
踊
り
場
な
ど
、
避
難
経

路
と
し
て
活
用
す
べ
き
通
路
が
荷
物
で

ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
緊
急
時

に
使
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
例
が
よ
く

見
ら
れ
ま
す
。
建
物
の
外
で
は
危
険
な

ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
な
い
か
、
地
震
の
揺
れ

に
よ
っ
て
大
き
な
看
板
が
倒
れ
て
来
な

い
か
な
ど
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
時
に
従
業
員
や
関
係
先

に
連
絡
が
取
れ
る
よ
う
に
連
絡
手
段
を

確
保
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
電
話
が

良
い
の
か
、
メ
ー
ル
が
良
い
の
か
、
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
良
い
の

か
、
到
達
率
が
高
い
連
絡
先
を
複
数
持

っ
て
お
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

④
一
斉
帰
宅
の
抑
制
・
対
策

　
地
震
発
生
直
後
の
一
斉
帰
宅
行
動
は
、

緊
急
車
両
の
通
行
の
妨
げ
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
、
多
数
の
帰
宅
困
難
者
の
発

生
に
よ
る
混
乱
や
二
次
被
害
に
つ
な
が

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
帰
宅
困
難
者

等
の
発
生
に
よ
る
混
乱
を
防
止
す
る
た

め
に
は
「
む
や
み
に
移
動
を
開
始
し
な

い
」
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
東
日
本
大
震
災
後
に
、
東
京
都
が
行

っ
た
「
発
災
時
に
都
内
に
い
た
外
出
者

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
に

よ
る
と
、
帰
宅
行
動
を
開
始
し
た
理
由

と
し
て
「
家
族
と
連
絡
が
取
れ
ず
、
安

否
が
気
に
な
っ
た
た
め
」
と
回
答
し
た

人
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
や
家
族
間
で

事
前
に
連
絡
手
段
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
お
く
な
ど
、
安
否
確
認
に
つ
い
て
推

進
す
る
こ
と
で
一
斉
帰
宅
の
抑
制
に
繋

が
り
ま
す
。

⑤
重
要
な
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

　
情
報
資
産
の
損
失
は
事
業
所
に
多
大

な
損
害
を
与
え
ま
す
。
定
期
的
か
つ
頻

繁
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
事
業
内
容
や
規
模
、
予
算
も
踏
ま

え
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
べ
き
デ
ー
タ
の

優
先
度
や
使
用
す
る
ツ
ー
ル
、
サ
ー
ビ

ス
の
使
い
分
け
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
役
割
分
担
の
明
確
化

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
や
防
災

計
画
を
策
定
し
、
災
害
が
起
こ
っ
た
際

の
責
任
者
を
決
め
「
誰
が
・
い
つ
・
何

を
す
る
か
（
情
報
連
絡
、
救
護
、
消
火
、

避
難
誘
導
等
）
」
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
、
災
害
時
も
組
織
的
に
行
動
で
き
被

害
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

⑦
防
災
教
育
・
訓
練
の
実
施

　
災
害
時
に
は
誰
も
が
普
段
と
は
異
な

る
状
況
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

防
災
に
関
す
る
知
識
の
取
得
や
消
火
器

の
使
い
方
や
、
け
が
人
の
発
生
を
想
定

し
た
応
急
手
当
な
ど
の
防
災
訓
練
も
重

要
に
な
り
ま
す
。

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
と
は
、

大
災
害
や
感
染
症
等
が
発
生
し
「
組
織

全
体
の
操
業
度
が
著
し
く
低
下
し
、
復

旧
ま
で
時
間
が
か
か
る
局
面
」
を
前
提

に
、
可
能
な
限
り
早
く
会
社
が
回
復
で

き
る
よ
う
に
方
針
・
体
制
・
手
順
等
を

示
し
た
計
画
の
事
を
指
し
ま
す
。
先
ほ

ど
挙
げ
た
「
震
災
時
の
役
割
分
担
表
」

の
よ
う
に
、
各
担
当
者
を
予
め
決
め
て

お
く
こ
と
も
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
項
目
に

あ
り
、
重
要
な
取
組
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
不
測
の
事
態
が
発
生
し
て
も
、
重
要

な
業
務
を
中
断
さ
せ
な
い
、
ま
た
は
中

断
し
て
も
可
能
な
限
り
短
期
間
で
復
旧

さ
せ
る
た
め
の
計
画
策
定
は
、
企
業
の

経
営
戦
略
の
１
つ
に
な
り
ま
す
。

【
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
を
後
押
し
す
る
制
度
・

施
策
】

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
重
要
性
は
、
一
定
程

度
浸
透
し
て
き
て
お
り
、
策
定
率
も

年
々
向
上
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は

自
社
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
何
が
足
り
な
い
か
を

認
識
し
た
う
え
で
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
「
育
て

て
い
く
」
対
応
が
必
要
で
す
。

　
計
画
策
定
と
共
に
、
育
て
て
い
く
活

動
（
事
業
継
続
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
Ｂ
Ｃ

Ｍ
）
を
推
進
し
て
実
効
性
の
高
い
Ｂ
Ｃ

Ｐ
に
し
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
国
や
兵
庫
県
で
は
策

定
・
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
の
支
援
を
行

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

【事業継続力強化計画 認定制
度について】
　「事業継続力強化計画」は中
小企業のための簡易なBCPと
位置づけられます。認定を受け
た中小企業は、税制措置や金
融支援、補助金
の加点などの
支援策が受け
られます。　

【兵庫県 ＢＣＰの策定支援につ
いて】
　兵庫県内の事業所を対象に、
BCPの策定からBCMの実践ま
で無料で支援を受けられます。
　プログラムには目的や段階
に応じて4つの
コースを設けて
います。

加古川市
「防災ポータル」

内閣府
「企業の防災・
事業継続強化」

東京消防庁
電子図書館

「職場の地震対策」

東京商工会議所
「オールハザード型BCP

策定ガイド」

震
災
後
の
事
業
継
続
に

　
　
向
け
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
活
用

・火気使用設備等の使用停止、初期消火、救助、応急対応

・火災の通報および情報収集、従業員等への情報提供

・避難路の確保、避難場所への誘導、帰宅困難者等の誘導

・非常電源の確保、非常用物品の準備・配布

・応急救護所の設置、負傷者の応急処置救出救護担当

安全防護担当

避難誘導担当

情報連絡担当

出火防止及び
初期消火担当

責
任
者

震災時の役割分担表 （例）

　災害時に徒歩帰宅者を支援するために
「水道水」、「トイレ」、「道路情報など
の情報」の提供をしていただける店舗を
『災害時帰宅支援ステーション』といいま
す。
　コンビニエンスストア、外食レストラ
ン・ドラッグストア等28事業者と関西広域
連合が協定を締結しており、支援サービス
可能な店舗では、店舗入口付近にステッカ
ーを掲出しています。

防災・減災やＢＣＰに関するお役立ち情報リンク集

💡ワンポイント
「災害時帰宅支援ステーション」について


